
算定項目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

1割負担 22,957 25,385 27,917 30,344 32,737

２割負担 45,914 50,770 55,834 60,688 65,474

3割負担 68,871 76,155 83,751 91,032 98,211

第１段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

第４段階

第１段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

(3)居住費自己負担額 第４段階

（保険外） 第１段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

第４段階

第１段階 43,357 45,785 48,317 50,744 53,137

第２段階 49,057 51,485 54,017 56,444 58,837

第３段階① 68,857 71,285 73,817 76,244 78,637

第３段階② 90,157 92,585 95,117 97,544 99,937

第４段階 110,887 113,315 115,847 118,274 120,667

(4)自己負担額合計 ２割負担 133,844 138,700 143,764 148,618 153,404

3割負担 156,801 164,085 171,681 178,962 186,141

〔(1)+(2)+(3)〕 第１段階 31,957 34,385 36,917 39,344 41,737

第２段階 47,557 49,985 52,517 54,944 57,337

第３段階① 55,357 57,785 60,317 62,744 65,137

第３段階② 76,657 79,085 81,617 84,044 86,437

第４段階 101,407 103,835 106,367 108,794 111,187

２割負担 124,364 129,220 134,284 139,138 143,924

3割負担 147,321 154,605 162,201 169,482 176,661

利用者負担段階

第１段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

第４段階・２、３割負担

・市民税世帯非課税であって、老齢福祉年金の受給者・生活保護の受給者

・市民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が
８０万円以下の方
・市民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が
８０万円超１２０万円以下の方
・市民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が
１２０万円超の方

・上記以外の方

※利用者負担段階につきましては、区役所へご相談下さい。

従
来
型
個
室

多
床
室

※単位は全て円です。表記は全て30日間の金額になります。

※上記以外に医療費、日常生活品費及び私的物品購入に係る費用が発生します。

※所得段階、要介護度別に利用者負担が異なります。２割、3割負担もあります。

対　象　条　件

多
床
室

0

12,900

12,900

12,900

27,450

従
来
型
個
室

11,400

14,400

26,400

26,400

36,930

(2)食費自己負担額 11,700

（保険外） 19,500

40,800

51,000

◇◇◇　　静光園利用料金表　　◇◇◇　令和 ７年 ４月改定

負担項目

(1)サービス利用に係る

　　　自己負担額

9,000


